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 この報告書は、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果た

していくために、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条の規定に基づ

き、令和３年度の教育委員会の事務に関して、第２次福津市教育総合計画に記載の施策

項目毎に点検及び評価を行ったものです。 

 また、点検及び評価にあたっては、外部の学識経験者の意見を取り入れています。 

 今後、さらに点検及び評価のあり方の工夫に努め、これからの教育行政に反映させると

ともに、継続的に教育委員会の事務の改善を図ります。 

 

 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規程に

より事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況に

ついて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提

出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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１ 福津市教育委員会の事務に関する点検・評価について 

 

１）趣旨 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が平成２０年４月１日改正され、効果的

な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たしていくため、教育委員会

が事務の管理・執行状況について点検・評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提

出し、公表することと規定されました。 

 どのような点検・評価項目を設けるか、また、報告書の様式、議会への報告の方法など

については、各自治体の教育委員会が実情を踏まえて決定することとされています。 

 福津市では、以下に掲げる項目について点検及び評価を行い、本報告書を作成していま

す。 

 

２）点検及び評価の対象 

 教育委員会会議の開催及び運営状況、その権限に属する事務の審議状況、また、教育長

及び教育委員会事務局職員に委任された事務について、点検及び評価を行います。 

 

３）実施方法について 

点検及び評価にあたっては、教育委員会会議の開催状況や事業の進捗状況等を総括する

とともに、今後の施策の方向性を整理し点検及び評価を行います。また、点検及び評価に

ついては、外部の学識経験者の意見を聴取します。 

 

①自己評価は事業ごとに下記の要領で行います。 

  ◎：明示した目標を十分達成できた 

 ○：目標達成に向けて順調に推移している、または、おおむね目標を達成している 

 △：目標達成に向けて、取組の強化が必要である 

  ×：状況の変化等により、事業を実施できなかった 

 

②上記①により実施した自己評価等を踏まえた外部の学識経験者の意見を聴取します。 

 

③点検及び評価の結果をまとめた報告書を作成し、併せて本市のホームページへ掲載しま

す。また、点検及び評価の結果を踏まえ、次年度以降の教育行政に反映させます。 

 

４）報告書の作成 

①教育行政の点検及び評価の趣旨や方法等の概要について記載します。 

 

②教育委員会会議の開催及び運営状況、その権限に属する事務の審議状況や、教育委員会

会議以外の活動状況について、記載します。 
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③教育委員会の主要施策及び事業を項目ごとにまとめ、教育委員会としての自己評価を記

載します。 

 

④外部の学識経験者に、自己点検・評価の内容・方法等にご意見を賜り、次年度以降の教

育行政の事業の計画・実施に反映させます。 
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２ 教育委員会の活動状況 

１）総合教育会議の開催状況 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年４月１日

施行）により、教育委員会制度が改正され、市長と教育委員会との連携の強化を図るため、

市長及び教育委員会により構成する「総合教育会議」が創設されました。 

  

開催日 協議事項 

１２月１５日 新設校、過大規模校への対応について 

 

 

２）教育委員会会議の開催及び運営状況 

 教育委員会会議は、原則毎月１回の定例会を開催しています。また、必要が生じた際に

臨時会を行っています。 

 令和３年度は定例会１２回、臨時会２回の教育委員会会議を開催し、計４４件の議案が

審議されました。また、議案のほかに協議事項、報告事項に分類し、議論や事務局との意

見交換・情報共有を行いました。 

 

○審議案件（４４件）、協議案件（７件）、報告案件（９件） 

 

教育委員会会議開催日及び審議状況 

開催日  事項 

４月２６日 議案 福津市学習者用情報通信機器等の貸与に関する要綱の制定

について 

 議案 福津市郷育推進会議委員の委嘱について 

 議案 福間浦盆踊りの無形民俗文化財指定にかかる諮問について 

５月２７日 議案 福津市教育支援委員会委員の委嘱について 

６月３０日 議案 福津市立学校通学区域審議会規則を改正することについて 

 議案 福津市立図書館協議会委員の委嘱について 

 議案 福津市学校給食委員会委員の委嘱について 

 議案 福津市学校給食運営に係る諮問について 

 議案 福津市立学校通学区域審議会委員の委嘱について 

 議案 福津市立学校の通学区域の運用に係る諮問について 

 協議 新設校について 

７月２９日 議案 福津市就学援助規則施行規程を改正することについて 

 議案 福津市公民館運営審議会委員の委嘱について 

 議案 福津市コミュニティ・スクール充実・発展に係る小中連携強

化の方策と教育環境整備についての追加諮問について 
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開催日  事項 

７月２９日 協議 新設校について 

８月２６日 議案 福津市図書館の経営方針について 

 議案 国指定史跡「津屋崎古墳群」整備指導委員会委員の委嘱につ

いて 

 協議 新設校について 

９月２１日 協議 新設校について 

９月２７日 協議 大規模な学校における諸課題等について 

９月２９日 議案 福津市学校給食費の改定について 

 議案 福津市学校給食物資納入業者の登録に関する規程の制定に

ついて 

 議案 福津市公民館条例施行規則を改正することについて 

 議案 福津市学習者用情報通信機器等の貸与に関する要綱の制定

について 

 議案 学校教育施設整備に係る申出について 

 報告 福津市学校給食委員会の答申について 

 報告 福津市教育懇話会の答申（追加答申）について 

１０月２７日 議案 福津市校区外通学等の運用に関する規程を改正にすること

について 

 議案 福津市教育支援委員会委員の委嘱について 

 協議 新設校について 

 報告 雇用契約上の地位確認等請求事件にかかる和解について 

 報告 福津市立学校通学区域審議会の答申について 

１１月１７日 議案 福津市教育委員会の事務（令和２年度事業）に関する点検・

評価について 

 協議 新設校について 

 報告 『第２次新原・奴山古墳群整備計画』（素案）について 

１２月２２日 議案 福津市立図書館条例施行規則及び福津市複合文化センター

条例施行規則の一部を改正することについて 

 報告 福津市電子図書館について 

１月２７日 議案 福津市教育委員会公印規則を改正することについて 

 議案 福津市立勝浦小学校入学特別認可制度に係る転入学の認定

について 

２月１７日 議案 福津市教育支援委員会規則を改正することについて 

 議案 福津市複合文化センター条例施行規則を改正することにつ

いて 

 議案 福津市教育支援センター設置規則を改正することについて 

 議案 福津市立学校通学区域審議会委員の委嘱について 
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開催日  事項 

２月１７日 議案 福津市立学校の通学区域の設定に係る諮問について 

 議案 令和４年度学校教育ドリームプランについて 

 議案 令和４年度福津市一般会計（教育予算）の当初予算に係る意

見の申出について 

 議案 令和３年度福津市一般会計（教育予算）の補正予算に係る意

見の申出について 

３月２４日 議案 第２次新原・奴山古墳群整備計画の策定につい 

 議案 福津市小中学校管理規則を改正することについて 

 議案 福津市学校運営協議会規則を改正することについて 

 議案 福津市立学校の通学区域に関する規則を改正することにつ

いて 

 議案 福津市教育委員会事務委任規則を改正することについて 

 議案 福津市教育委員会事務専決規定を廃止することについて 

 議案 福津市立学校共同学校事務室の組織、運営及び事務処理に関

する規程を改正することについて 

 議案 福津市コミュニティ・スクール推進アドバイザーの委嘱に関

する要綱の制定について 

 議案 福津市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等の委嘱について 

 議案 福津市学校産業医の選任について 

 報告 教職員の異動内示について 

 報告 教育委員会事務局の異動内示について 

 報告 福津市立学校の通学区域の設定に係る答申について 

 

  



8 

 

３ 教育総合計画に基づいた事業の取組状況と点検及び評価 

 

福津市教育委員会では、平成２０年度から「コミュニティ･スクールの推進」を教育施策

の柱に据えて、「夢や希望を持ち、健やかに育つ子ども」の育成、教育の光をすべての子ど

もに届け、一人ひとりを見失わない教育活動などに取り組んできました。 

コミュニティ・スクールの推進にあたっては、「行きたい学校・帰りたい家庭・住みたい

地域」という基本理念を掲げ、この学校で学んでよかったと思える学校づくり、家族の絆

を大切に思い愛情あふれる家庭づくり、子どもたちの夢を叶える地域づくりを進めてきま

した。また、学校、家庭、地域が連携・共働した教育活動を行うことで、次代を担う、健

康で知性と個性を備えた心豊かな子どもたちを育ててきました。 

これらの教育活動を効果的に行うため、市には、人づくり・地域づくりブランドである

「郷育カレッジ」、「郷づくり（市民が自分たちの地域を愛し魅力的なコミュニティを築く

ための組織）」という仕組みがあり、「コミュニティ・スクール」との連携を図っています。

この連携によって子どもたちは、様々な知識や経験、価値観を有し社会に貢献してきた大

人との出会いの中、基礎的・基本的な学力だけでなく社会人としての基礎力や生きる力が

培われています。また、学校・家庭・地域の三者が共働して子どもを育てることを通じ、

地域の方々には、出会いや居場所、出番（自己実現や活躍の機会）が生まれています。家

庭にとっても子育て支援体制や学びの場が充実することで、子どもの育ちを支える基盤と

なる家庭の教育力が向上しているところです。 

福津市教育委員会としては、基本理念をもとに、福津市の特色である人・自然・文化の

つながりを大切にしながら、「あたたかな未来を創る 福津の教育」を目標としています。

そのために、今後も魅力ある地域づくりや、みんなが学びあい、成長しあい、生きがいを

見つけあうことができる創造的な教育活動や生涯学習社会の実現のために、郷づくり推進

協議会や関係機関との連携、共働体制を強めるとともに、コミュニティ・スクールをより

一層充実・発展させ、「地域とともにある学校づくり」と同時に「学校を核とした地域づく

り」を進めたいと考えています。 

教育総合計画は、子どもから大人までの学びの連続性や人財育成の循環を重視し、全市

民を対象とした計画として策定しています。また、対象の範囲は主に教育委員会が所管す

る「学校教育」、「社会教育」、「家庭教育」、「スポーツ・文化」の分野としていますが、市

には他の分野別計画が策定されており、これらの計画とも関連させて施策を推進すること

としています。 
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【基本目標】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪重点目標≫ 

 

 

 

 

 

 

  

あたたかな未来を創る 福津の教育  
～人・自然・文化がつながる 人づくり・まちづくり～ 

『あたたかな未来を創る 福津の教育』には、乳幼児から大人までの全

市民を対象とした、多様なニーズに対応した教育、一人ひとりが自己実現

できる教育を通して、「福津の教育を受けることができてよかった。」「福

津でもっと学んでみよう。」「福津で学んだことを活かして、新たな未来を

築いていこう。」と感じてほしいとの願いを込めています。 

これまで福津市は、人と人とのつながり、豊かな自然や環境、地域の歴

史や文化と人とがつながることを大切にした、人づくりとまちづくりをお

こなってきました。 

『あたたかな未来を創る 福津の教育』は、福津市が大切にしている

人・自然・文化とのかかわり、つながりがキーワードです。 

福津市全てを学びの場として、『かかわり・つながり』を重視した教育

の推進を目指していきます。 

１ 未来を創造するための、確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成 

２ 未来に向けて豊かに学び続ける「福津型学びの循環」の構築 

３ 福津の豊かな自然や環境、歴史や文化とのつながりを活かした学びの充実 

 

 
基本目標の達成に向けて、第２期福津市教育総合計画では、上記の３つを

重点目標としています。 

各重点目標には、基本方針を紐づけ、施策項目に沿った様々な取り組みを

進めています。 

次ページからは、令和３年度に福津市教育委員会が行った取り組みを施策

項目毎に掲載しています。 



10 

 

【重点目標 １】 

  未来を創造するための、確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成 

 

この重点目標は、主に子どもたちを対象としています。福津の子どもたち一人ひとりが、

あたたかな未来を創り出すことができるような教育の実現を目指していきます。 

 

基本方針１ 学校・家庭・地域が連携・共働したＣＳの推進 

コミュニティ･スクールを基盤とした教育活動を通して、地域の「ひと・もの・こと」を学び、

郷土への愛着と誇りをもち、未来を創造する力の基盤となる豊かな心、体力、学力を育成しま

す。 

 

施策項目① 確かな学力の育成 

各学校において、確かな学力を子どもに身に付けさせる魅力ある授業づくりや安

心感のある学級づくりを推進できるよう支援を行いました。 

また、小中９年間の学びを支えるために、中学校ブロックでの小中連携による学

力向上の取組の支援を行いました。特に「ＩＣＴ教育」、「プログラミング教育」

等の新学習指導要領に対応した教育を推進しました。 

 

  【主要事業】  ・地域学校協働活動事業   Ｐ．１８ 

 

施策項目② 豊かな心の育成 

学校において道徳教育の教科化に伴い、教師の授業力向上のための取組や、児童

生徒の規範意識や社会性等の心の成長を促す体験的活動を推進しました。また、い

じめや不登校等の生徒指導上の諸問題の解決のために、学校と家庭及び関係諸機

関、スクールソーシャルワーカー等との連携を強化し、支援を行いました。 

郷育カレッジでは、「市民が人権意識でつながるまち」を目指す取り組みを行っ

ている人権政策課、及び男女共同参画推進室と連携し、さまざまな事例を通して

「人権」や「男女共同参画」について学ぶ講座を実施しました。 

 

  【主要事業】  ・地域学校協働活動事業   Ｐ．１８ 

    ・教育相談事業    Ｐ．１９ 

    ・カレッジ講座運営事業   Ｐ．２６ 

 

施策項目③ 健やかな体の育成 

各学校において新体力テスト、規則正しい生活リズムをつくれるように、食事や睡

眠、スマートフォン・ゲーム等に関する講座・研修会や、福津市の特色を活かした自

然体験、海洋スポーツ（カヤックやヨットなど）等を子どもに関係する諸団体、機関

と連携して進めました。 
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  【主要事業】  ・海洋性スポーツ事業   Ｐ．２８ 

          ・親子野外活動支援事業   Ｐ．３１ 

 

施策項目④ 学校における教育環境・条件の整備 

児童生徒数の増に対応するため、一人一台パソコンや、ＩＣＴ機器の追加配備な

どを継続して実施するとともに、端末活用が進んだことによるインターネットの接

続環境改善を行い、ＩＣＴの教育環境の整備を進めました。 

施設の面からは、増加する児童生徒数への対応と学校施設の老朽化対策として、計

画的な校舎の増改築を進めています。 

 

  【主要事業】  ・教育相談事業    Ｐ．１９ 

       ・特別支援教育総合推進事業   Ｐ．２０ 

       ・福間中学校整備改修事業   Ｐ．２１ 

       ・福間小学校整備改修事業   Ｐ．２２ 

       ・福間南小学校整備改修事業   Ｐ．２３ 

       ・津屋崎小学校整備改修事業   Ｐ．２４ 

       ・新設共同調理場整備事業   Ｐ．２５ 

 

施策項目⑤ 保・幼・小連携の推進 

保護者との連携も含め、保育所・幼稚園と小学校の連携を密にし、保・幼でアプ

ローチカリキュラム、小学校でスタートカリキュラムを作成活用し、幼児期の教育

と小学校教育の円滑な接続を図りました。 

 

施策項目⑥ 学校と地域の連携の推進 

市がこれまで取り組んできたコミュニティ・スクールの更なる発展に向けて、

小・中学校の学校運営協議会を中心とした仕組みから、学校運営協議会と地域学校

協働本部との両輪による仕組みを構築し、その実働化のために地域学校協働活動推

進委員（地域コーディネーター）を位置づけました。また統括地域学校協働活動推

進員（統括地域コーディネーター）も位置付け、中学校区のつながりを意識化させ

ました。 

郷育カレッジでは各中学校と連携して、防災教育やボランティア活動など各校が

行っている特色ある取り組みを紹介する講座を開催しました。 

 

  【主要事業】  ・地域学校協働活動事業   Ｐ．１８ 

    ・カレッジ講座運営事業   Ｐ．２６ 
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基本方針２ 次世代を見通した地域の未来を担う人財の育成 

福津を愛し、福津の学びを活かす人財を育成するとともに、豊かな語学力・コミュニケーシ

ョン能力、主体性・積極性、多文化理解の精神等を身に付けて様々な分野でグローバルに活躍

できる人財を育成します。 

 

施策項目① 地域を担う人財の育成 

カレッジ講座運営事業においては、令和３年度に実施した５４講座のうち、約２割

の講座で受講生が講師となり講義を実施しました。 

中学生未来会議と信州松本青少年交流事業は、ふるさと福津を見つめ直し幅広く柔

軟な考えを持った次世代の担い手育成を目指して、継続的な取り組みを行っています。

令和３年度においても意欲を持った多くの子どもたちが自発的に参加し、コミュニケ

ーション力や企画力、課題解決力を伸ばすことができました。 

信州松本青少年交流事業では、かつて団員として参加した大学生、高校生にも講師

として参加してもらうなど、循環型の人材育成の形が見え始めています。 

 

  【主要事業】  ・カレッジ講座運営事業   Ｐ．２６ 

       ・中学生未来会議事業   Ｐ．３２ 

       ・信州松本青少年交流事業   Ｐ．３３ 

 

施策項目② グローバル人財の育成 

カレッジ講座運営事業において、講師に他国の方を招き、その文化や歴史を学ぶ

ことで他国への理解・関心を深めました。また、公民館の主要事業においてもハン

グル初級講座を年３０回実施し、語学の習得を通して、異文化理解や国際交流の振

興に寄与することができました。 

 

  【主要事業】  ・カレッジ講座運営事業   Ｐ．２６ 

       ・オリンピックキャンプ地誘致事業  Ｐ．２９ 
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【重点目標 ２】 

  未来に向けて豊かに学び続ける「福津型学びの循環」の構築 

 

この重点目標は、大人を含めた全市民を対象とし、人と人とのつながりを活かした

「学び合い、教え合い」を充実させる取り組みを推進していきます。ここでは、地域で

学び、学びを子どもや地域に還元する仕組みや子どもの育ちを支える家庭･地域の教育力

向上にむけた学びの実現を目指していきます。 

 

基本方針１ 地域の人々をつなぐ福津市型生涯学習の充実 

学校・家庭・地域をつなげ、人と人とのつながりを活かした学びの機会や様々な学びの場を

広げていきます。 

 

施策項目① 郷育カレッジの推進 

カレッジ講座運営事業において、地域の方々を講師とし、その歴史や文化を教わ

ることで、地域への理解を深めていきました。また、学校を舞台とした講座を実施

し、地域のかたが学校に関わるきっかけの場としました。 

 

  【主要事業】  ・カレッジ講座運営事業   Ｐ．２６ 

 

施策項目② 生涯学習の充実 

カレッジ講座運営事業において、歴史・健康・環境など受講生の多様なニーズに

応える様々な講座を実施しました。また、公民館事業では、市民の各種生涯学習活

動の活性化を図るために、生涯学習サークル支援事業を実施しました。 

 

  【主要事業】  ・カレッジ講座運営事業   Ｐ．２６ 

       ・複合文化センター管理運営事業  Ｐ．２７ 

       ・海洋性スポーツ事業   Ｐ．２８ 

       ・アンビシャス広場推進事業   Ｐ．３０ 

       ・公民館類似施設新築等補助事業  Ｐ．３４ 

       ・電子図書館導入事業   Ｐ．３６ 
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基本方針２ 子どもの育ちを支える家庭･地域の教育力向上 

家庭の子育て力向上のための事業や、保護者が孤立することなく、周りの保護者や地域とつ

ながりを持ち、家庭・地域・保育所・幼稚園・学校等が連携して育てる地域体制の整備を推進

します。 

 

施策項目① 子どもの豊かな体験活動の充実 

市内７カ所のアンビシャス広場を開設することで、子どもたちが自由に安心して遊

びや活動ができる機会を充実させ、子どもたちの健全育成に向けた支援を行うことが

できました。 

親子野外活動支援事業では、親子で一緒に市の豊かな自然を生かした活動や伝統文

化の体験を通して、身近な自然に関心をもち、環境保護の意義を学び、良好な親子関

係への支援につながりました。 

 

  【主要事業】  ・海洋性スポーツ事業   Ｐ．２８ 

       ・子ども司書養成事業   Ｐ．３５ 

       ・アンビシャス広場推進事業   Ｐ．３０ 

       ・親子野外活動支援事業   Ｐ．３１ 

       ・信州松本青少年交流事業   Ｐ．３３ 

 

施策項目② 相談体制・学習機会の充実 

家庭の子育て力向上のための事業や、家庭・地域・保育所・幼稚園・学校等が連

携して子どもを育てる地域体制の整備を推進しました。保護者の相談窓口として家

庭児童相談室や、子どもを守るネットワーク機能として要保護児童対策地域協議会

を設置し、包括的な相談支援を行いました。 

 

  【主要事業】  ・教育相談事業    Ｐ．１９ 
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基本方針３ 次世代育成支援による子ども・子育て支援の環境づくりの充実 

子どもと地域との交流や子育て世代の交流を推進し、子どもを地域全体で見守り育てていき

ます。 

 

施策項目① 子育て支援の充実 

子どもと地域との交流を推進し、家庭における子育てに関する悩み、虐待や不登

校、非行等子どもに関する問題へ対応するため、児童相談所、家庭児童相談室やス

クールソーシャルワーカー、学校等関係機関が連携して支援を行いました。 

また、情報活用能力やコミュニケーション能力が身につくよう、子どもと大人の

双方に対してメディアとの適切な接し方や情報モラルに関する啓発を進めました。 

 

  【主要事業】  ・教育相談事業    Ｐ．１９ 

 

 

基本方針４ 地域社会の総力をあげた青少年の健全育成 

地域の子ども会育成会など青少年育成団体に対する支援の充実や、青少年の情報モラルの育

成を図ります。 

 

施策項目① 青少年育成の充実  

市青少年育成市民の会や子ども会育成会連合会など、青少年育成団体に対して、

財政面での支援と各団体の活動に対して指導や助言を行い、円滑な運営、環境づく

りを支援しました。 

市教育委員会と市民の会共催で行うＦＵＫＵＴＳＵコミュニティ・フェスタは、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により取り組み映像を中心とした開催とし、

ホームページからも視聴を可能とすることで、広く市民への周知を図りました。 
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【重点目標 ３】 

  福津の豊かな自然や環境、歴史や文化とのつながりを活かした学びの充実 

 

この重点目標は、福津の豊富な地域資源、すなわち「もの・こと」を対象としています。

これらを活用した学びを通して、郷土に対する誇りや郷土愛を育む学びの実現を目指して

いきます。 

 

基本方針１ 自然環境の保全や歴史、伝統文化の継承によるふるさと福津の醸成 

持続可能な環境保全活動を実現していくために、各地域で市民、市民団体、事業者、教育・

研究機関、市などが情報を共有し、連携しながら活動していく仕組みづくりを進めていきます。 

 

施策項目① 自然環境の保全に向けた環境教育の充実 

ヨットやカヤック、ロープワーク等の海洋体験と水辺の観察による環境学習をメ

ニューとした「小学校課外体験モデル事業」（対象：小学５年生）に市内３校、全１

１回、３５５人が参加しました。 

また、親子野外活動支援事業では、クヌギ林が広がるあんずの里公園での「昆虫観

察」や津屋崎干潟での「バードウォッチング」を実施し、市特有の豊かな自然環境を

活かした親子での体験活動を通して環境保全の重要性を学びました。 

 

  【主要事業】  ・海洋性スポーツ事業   Ｐ．２８ 

       ・親子野外活動支援事業   Ｐ．３１ 

       ・信州松本青少年交流事業   Ｐ．３３ 

 

施策項目② 歴史、伝統文化等の地域学習の充実 

カレッジ講座運営事業において、市内の各地域の歴史・文化を学ぶ講座「ふくつ散

歩」を実施し、各地域の特色を学びました。 

また、親子野外活動支援事業では、親子で一緒に地域の伝統工芸「モマ笛の絵付け」

や「藍染め」を通して、市の文化や歴史を学び、良好な親子関係への支援につながり

ました。 

 

  【主要事業】  ・カレッジ講座運営事業   Ｐ．２６ 

       ・親子野外活動支援事業   Ｐ．３１ 

       ・信州松本青少年交流事業   Ｐ．３３ 
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施策項目③ 世界文化遺産等の保存・活用 

古墳公園史跡等購入事業は、農業施設所在地の令和４年度の公有化を目指し、用地

購入費及び物件移転補償費の再計算を行い、地権者に補償内容を説明しました。 

津屋崎古墳群保存整備事業は、３０号墳の保存修理が完了し、３４号墳の墳丘法面

の崩落土の除去及び保存修理工事のための情報収集を実施しました。 

世界遺産保存活用事業では、郷づくり協議会を中心に市内事業者、福祉施設等と一

緒に古墳周辺に花植えを実施して、開花時期の３月の来訪者数が過去最多を更新する

など、地域活性化につながっています。 

また、ふるさと福津の世界遺産を身近に感じ、理解を深めてもらうため、各小学校

と連携して古墳群や歴史資料館での解説案内などを行いました。特に勝浦小学校の６

年生は、新原・奴山古墳群を通年のテーマとした学習を行っており、古墳の価値や地

域で守り伝えてきた想い、世界遺産登録に向けた取り組みなどを学ぶための支援を行

いました。 

 

  【主要事業】  ・古墳公園史跡等購入事業   Ｐ．３７ 

       ・世界遺産保存活用事業   Ｐ．３８ 

       ・津屋崎古墳群保存整備事業   Ｐ．３９ 

 

基本方針２ 文化・健康・スポーツや絆づくりによる市民生活の向上 

スポーツや文化、芸術に触れ合う機会を創出し、地域文化を振興することで、心身の健康と

スポーツ、文化芸術活動を通じた郷土愛、地域コミュニティの醸成を図ります。 

 

施策項目① 心豊かな人権感覚を育む啓発事業の充実 

東京２０２０オリンピック競技大会出場のルーマニア柔道選手とオンラインで交

流を行い、一流スポーツ選手と触れ合うことで、異文化理解を深めました。本大会期

間中の７月２５日、２６日、３０日には、イオンモール福津にて「東京２０２０大会

コミュニティライブサイトｉｎ古賀・福津」を開催し、柔道競技等の中継を行い、出

場選手たちを応援しました。また、福津市をＰＲする「ホストタウンフレーム切手」

を作成して、郷土愛を育みました。 

 

  【主要事業】  ・オリンピックキャンプ地誘致事業  Ｐ．２９ 

 

施策項目② 健康づくり、スポーツ・文化芸術活動の充実 

ヨットやカヤック、ロープワーク等の海洋体験と水辺の観察による環境学習をメ

ニューとした「小学校課外体験モデル事業」（対象：小学５年生）に市内３校、全１

１回、３５５人が参加しました。 

 

  【主要事業】  ・海洋性スポーツ事業   Ｐ．２８ 
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目的等 
 コミュニティ・スクールを基盤とした教育活動を、より一層充実・発展させ

る。 

主な事業内容 

 学校運営協議会と地域学校協働本部との両輪による仕組みを進めることで

地域学校協働本部の充実・発展及び学校と地域の関りの機能化や持続性を高

める。 

 中学校区の特色ある小中 9 年間の連続性のある教育活動と指導体制の研究

を行う。 

成果目標 
 市内全小中学校に地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター）を配置

し、地域と連携・協働した特色ある教育活動を実践 

令和３年度の 

成果等 

 コミュニティ・スクール新化期 1 年目において、統括コーディネーターを

各中学校区に 1 名ずつ配置、地域学校協働活動推進員を合計 31人登録し、学

校・家庭・地域の連携・協働の取り組みを進めることができた。 

 コミュニティ・フェスタにおいては、新型コロナウイルスの感染拡大状況を

鑑み、前年度に引き続き発表方法を変更。中学校区ごとに特色あるコミュニテ

ィ・スクールの取り組みについて、中学校区ごとに作成した映像の上映や展示

による発表を行うことで、市民に対してコミュニティ・スクールを基盤とした

地域学校協働活動についての周知を図ることができた。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ○ 

今後の課題や 

方向性 

 地域学校協働活動が浸透してきている中で、推進員の活動が増大しており、

活動時間内におさまらない状況が起きている。 

 連絡協議会や中学校区ごとの連絡会を通して推進員の役割や効果的な役割

を共有することで、活動内容の見直しを行う。また、各校の推進員の活動時間

の実績をまとめ、配当時間の追加・調整を検討する。 

 

  

 地域学校協働活動事業       学校教育課 
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目的等 
 不登校児童の生徒への支援や、いじめ等の生活指導上の諸問題の解決を図

る。 

主な事業内容 

 いじめや不登校などへの対応に関して、きめ細やかで継続的な支援を行っ

ていくために、教育相談体制の充実強化を図り、実態把握及び適切な支援を効

果的に行う必要があるため、指導主事、スクールカウンセラー（ＳＣ）、スク

ールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）など専門スタッフを配置 

成果目標 
 いじめの未然防止、不登校等への早期対応・継続的支援に対する相談体制の

強化 

令和３年度の 

成果等 

 いじめや不登校等、諸課題の早期発見・早期対応と継続的な支援を行うた

め、学校と関係諸機関（ＳＣ、ＳＳＷ、発達支援センター、教育支援センター、

主任児童委員等）で行う支援会議を定例会議（月 1 回）として実施。学校と関

係諸機関が一体となって支援に取り組むことで、児童生徒の安全確保や生徒

指導上の諸問題解決への円滑な対応に繋げることができた。 

  ○令和 3年度教育相談件数 

    来校       889人（前年比 ＋85人） 

    電話       76人（前年比 －9 人） 

    訪問       271人（前年比 ＋54人） 

    巡回（SC・SSW） 439 人（前年比 ＋73人） 

  ○令和 3年度不登校の状況 

    小学校      62人（前年比 ＋11人） 

    中学校      69人（前年比 ＋4 人） 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ○ 

今後の課題や 

方向性 

 ＳＳＷ２名体制で活動しているが、児童生徒数が年々増加する中で相談件

数も増加傾向にあるため、対応が追い付いていない現状がある。相談体制の更

なる拡充を図るために、臨床心理士や社会福祉士の資格を持つ人材を確保し、

これら専門職の活動時間の増加が必要である。 

 令和 4 年度からＳＳＷを１名増員し、各中学校区に配置することで、児童

生徒への心のケア、保護者や教職員への助言や援助を充実させる。 

 

  

 教育相談事業        学校教育課 
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目的等 

 特別支援教育の必要がある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、

その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服できるようにする

ため、適切な指導及び支援を行う。 

主な事業内容 

 特別支援教育の必要がある児童生徒への自立や社会参加に向けた主体的な

取り組みを支援するという視点から、適切な個別指導や支援を行うために必

要な特別教育支援員の配置 

成果目標  配慮を要する児童生徒への適切な指導及び支援 

令和３年度の 

成果等 

 特別支援学級数の増加や、通常学級在籍の個別の支援を必要とする児童生

徒の状況を考慮し、特別支援教育支援員を増員して配置したことで、学校での

生活や学習上の困難を改善又は克服できるようにするための適切な指導及び

支援を行うことができた。 

  ○令和 3年度特別支援学級児童生徒数 

    小学校（児童数） 218 人 （前年比 ＋14人） 

       （学級数）  41 学級（前年比 ＋6学級） 

    中学校（生徒数）  56 人 （前年比 ＋3人） 

       （学級数）  11 学級（前年比 ＋1学級） 

  ○令和 3年度特別支援教育支援員の配置人数 

    小学校  30 人（前年比 ＋4 人） 

    中学校   8 人（前年比 ＋1 人） 

 また、支援員に対して、年間２回研修会を実施し、支援員としての資質向上

を図っている。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ○ 

今後の課題や 

方向性 

 年々、特別支援学級の児童生徒数は増加し、特別支援学級数も増加してい

る。また、通常学級にも個別の特別な支援が必要と考えられる児童生徒が多く

在籍しており、必要な特別教育支援員の配置のため、各学校の支援員の活用状

況を把握し、適切な配置となるよう計画的な増員を進める。 

 

  

 特別支援教育総合推進事業      学校教育課 
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目的等 
 生徒数の増加に対応するとともに、施設の安全性の確保や効率的な施設運

用を図るための整備を行う。 

主な事業内容  校舎の老朽化と生徒数の増加に対応する新校舎の建設工事 

成果目標 
 増加する生徒数に対応するための教室の確保 

 生徒が良好で安全な学校生活を送るための環境を整備 

令和３年度の 

成果等 

 校舎の老朽化と生徒数の増加に対応した増築建替え等の工事を平成 31年度

（令和元年度）から令和 4 年度までの間で実施しており、令和 3 年度は、新

校舎（教室棟、管理棟）の建設工事を行った。 

 新校舎は令和 4年度より供用開始している。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ◎ 

今後の課題や 

方向性 

 令和 4 年度は、旧管理棟の解体工事と給食棟の増築工事等を予定している。 

 今後、さらなる生徒数の増加により、令和 6 年度に教室不足となる見込み

のため、増築の検討が必要。また、生徒数の増加と校舎増築により体育授業や

部活動のための屋外活動スペースの確保が喫緊の課題となっている。 

 この他にも、体育館や武道場の老朽化対策が必要となっており、個別施設計

画に基づき、長寿命化改良工事や大規模改造工事を計画的に行うことで、コス

ト縮減と財政負担の平準化を図る。 

 

  

 福間中学校整備改修事業      教育総務課 
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目的等 
 児童数の増加に対応するとともに、施設の安全性の確保や効率的な施設運

用を図るための整備を行う。 

主な事業内容 
 管理特別教室棟の老朽化対策として令和 4 年度に予定している、大規模改

造工事のための設計業務 

成果目標 
 増加する児童数に対応するための教室の確保 

 児童が良好で安全な学校生活を送るための環境を整備 

令和３年度の 

成果等 

 管理特別教室棟の老朽化対策のための大規模改修工事にかかる設計業務を

実施した。 

 児童や教職員が効果的、実用的に施設を活用できるよう、特別教室や管理諸

室の配置換えや拡張についても設計内容に反映させることができた。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ◎ 

今後の課題や 

方向性 

 今後、さらなる児童数の増加により、令和 6 年度に教室不足となる見込み

のため、新たな校舎増築の検討が必要。また、児童数の増加と校舎増築により

運動場が手狭となっており、児童の屋外活動スペースや教職員・来客者用駐車

場の確保に加え、築 40年を超える体育館の老朽化対策の検討も必要。 

 授業の民間委託により使用しなくなったプール施設の解体撤去により、児

童の屋外活動スペースや駐車場の確保について検討を進める。教室不足に対

しては、リース校舎整備の検討を進める。 

 

  

 福間小学校整備改修事業      教育総務課 
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目的等 
 児童数の増加に対応するとともに、施設の安全性の確保や効率的な施設運

用を図るための整備を行う。 

主な事業内容 

 児童数の急増に伴い平成 29 年度と平成 31年度（令和元年度）に整備した、

軽量鉄骨造 2 階建てのリース校舎 2 棟分の賃借料の支払いの他、児童の屋外

活動スペース確保のための中庭改修工事 

成果目標 
 増加する児童数に対応するための教室の確保 

 児童が良好で安全な学校生活を送るための環境を整備 

令和３年度の 

成果等 

 児童数の増加に対応するために整備したリース校舎の賃借料支払いの他、

中庭を再整備することで、児童の屋外活動スペースを確保することができた。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ◎ 

今後の課題や 

方向性 

 児童数の増加に対しては、これまで校舎の増築で対応してきたが、特別教室

や運動場、体育館の他にも、教職員や来客者用駐車場が不足しており、学校運

営に支障をきたしている状況がある。また令和 3 年度から段階的に導入され

た 35 人学級への対応や、増加傾向にある特別支援学級への対応のため、更な

る教室の確保の必要性が高まっている。 

 今後は、プール跡地を活用した児童の屋外活動スペースや駐車場の整備検

討を行う。また、建築から約 40 年が経過している校舎や体育館は、今後の維

持補修費用の増大が懸念されるため、個別施設計画に基づき、長寿命化改良工

事や大規模改造工事を計画的に行うことで、コスト縮減と財政負担の平準化

を図る。 

 

  

 福間南小学校整備改修事業      教育総務課 
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目的等 
 児童数の増加に対応するとともに、施設の安全性の確保や効率的な施設運

用を図るための整備を行う。 

主な事業内容 

 児童数の急増に伴い平成 30 年度（令和元年度）に整備した、軽量鉄骨造 2

階建てのリース校舎の賃借料の支払いの他、グラウンドの一部の来客者用駐

車場整備、東校舎と北校舎の屋上防水工事 

成果目標 
 増加する児童数に対応するための教室の確保 

 児童が良好で安全な学校生活を送るための環境を整備 

令和３年度の 

成果等 

 児童数の増加に対応するために整備したリース校舎の賃借料支払いの他、

特別支援教室の整備、以前から雨漏りをしていた東校舎と北校舎の屋上防水

工事、来客者駐車場の整備を行うことで、教育環境の向上につなげることがで

きた。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ◎ 

今後の課題や 

方向性 

 特別支援教室の不足は、令和 4 年度から予定の新共同調理場の整備に合わ

せた増築工事により令和 6 年度には解消するが、それまでの間は既存の教室

の見直し等で対応する必要がある。 

 今後は、児童の増加に伴う教室不足に対しては校舎の増築により、また老朽

化に加え塩害による腐食が進む校舎の一部や体育館は、今後の維持補修費用

の増大が懸念されるため、個別施設計画に基づき、長寿命化改良工事や大規模

改造工事を計画的に行うことで、コスト縮減と財政負担の平準化を図る。 

 

  

 津屋崎小学校整備改修事業      教育総務課 
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目的等 
 生徒数の増加に対応するとともに、施設の安全性の確保や効率的な施設運

用を図るための整備を行う。 

主な事業内容 
 令和 4 年度から予定している、津屋崎小学校敷地内への共同調理場及び教

室棟の建設工事のための設計業務 

成果目標 

 増加する生徒数に対応するための教室の確保 

 限られた時間内で「学校給食衛生管理の基準」に沿った安全性が確保された

給食の提供が可能となる環境を整備 

令和３年度の 

成果等 

 津屋崎中学校の共同調理場の能力不足と津屋崎小学校の教室不足への対策

として、令和 4 年度から予定している、津屋崎小学校敷地内への共同調理場

及び教室棟の建設工事のための設計業務を行った。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ○ 

今後の課題や 

方向性 

 令和 4 年度からの建設工事においては、学校運営を行いながらの大規模な

工事となるため、工事期間中における児童の安全確保が重要であり、また教室

不足と既存の共同調理場の能力不足の解消が喫緊の課題であるため、工事ス

ケジュールに遅れが生じないよう、徹底した工程管理が必要となる。 

 また、共同調理場の稼働時には、駐車場が大幅に不足することが予想される

ため、敷地外を含めた駐車場用地の確保の検討を進める。 

 

  

 新設共同調理場整備事業      教育総務課 
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目的等 
 地域や自分たちの住んでいるところ、ふるさとに学び育てられ、それをみん

なで教え育てていく。 

主な事業内容 

 ふるさとや地域、自分たちの住んでいるところである「郷」に学び、育てら

れ、また「郷」をみんなで育てていく、福津の「ひと・もの・こと」を生かし

た福津市独自の総合学習システム「郷育カレッジ」の開催・運営を行う。 

 年間約 90 講座を開催し、受講数によって学位を認定して表彰する。 

成果目標 
 郷育カレッジの魅力を伝える 

 講座参加者の受講満足度を高める 

令和３年度の 

成果等 

 令和 3 年度は 7 月に開講式を行い、3 月までに 84 講座を計画していたが、

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い 30講座を中止とした。 

  ○令和 3年度郷育カレッジ講座実績 

    講座計画数    84講座（前年比  +18講座） 

    開催講座数    54講座（前年比  +9講座） 

    登録者数    2,024 人 （前年比  +82人） 

    延べ参加者    756 人 （前年比 +242人） 

  ○令和 3年度出前講座実績 

    対象    地域で活動する 10人以上のグループ 

    講師派遣  郷育カレッジ啓発、コミュニティ・スクールとの連携 

    開催数       11 回 （前年比  -1回） 

    延べ参加者    260 人 （前年比 -156人） 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ○ 

今後の課題や 

方向性 

 受講生が講師になるケースは、全体の二割と現状維持にとどまっている。 

 郷育カレッジの特徴のひとつである「循環型の総合学習」という点、また地

域で活躍する人材の育成という面からも、学んだ経験や成果を発表する活動

の充実などの様々な取り組みを進め、ボランティアとしてまちづくりに参画

する市民や指導者として活躍できる人材の育成を目指す。 

 休日や午後開講の講座を増やすことで、新たな受講生が参加できる環境を

整え、本事業の裾野を広げる。 

 

  

 カレッジ講座運営事業       郷育推進課 
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目的等 
 津屋崎庁舎の再生整備施設として整備した複合文化センターについて、市

民生活の拠点及び賑わいを生む施設として管理運営を行う。 

主な事業内容 
 福津市複合文化センター（文化会館、図書・歴史資料館）の管理運営を、指

定管理方式で行う。（指定管理期間：H29から R3） 

成果目標 

 文化会館、カメリア図書館、歴史資料館、それぞれの機能が十分に発揮でき

るよう、市と指定管理者（福津市複合文化センター共同企業体）とのパートナ

ーシップにより、またボランティア団体や関係団体と連携・協働しながら、市

民に親しまれる施設を目指す。 

令和３年度の 

成果等 

 感染症対策による臨時休館（5～6 月、8～9月）や事業実施時の定員制限な

どを行った影響により、前年度と比較して、来館者数や利用料収入は減少した

が、開館時の稼働率は上昇しており、利用者の施設利用に対する需要は高い水

準を維持している。 

 文化会館では、落語講演やロビーコンサートの開催、小学校や幼稚園の見学

受け入れや障がい者施設と連携したプランターの設置など、地域との連携に

積極的に取り組むことで、地域に愛される賑わいの場づくりを行っている。 

 図書館では、様々なテーマで展示コーナーを設置するなど、来館者に興味を

持ってもらうための工夫を行い、利用者の要望などにも迅速に対応し、利用し

やすい図書館づくりを行っている。 

 カフェでは、新メニューやイベントの告知などをＳＮＳで積極的に情報発

信しており、地域の憩いの場として定着しつつある。3 月には「ふくつ古墳ま

つり」に合わせた季節限定商品「古墳パンケーキ」と「古墳風カレー」がメデ

ィアにも取り上げられ話題となった。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ○ 

今後の課題や 

方向性 

 中学生の利用マナーに関する問題があるため、学校と情報共有、連携して、

施設利用時のマナーアップを図る。 

 イベントの周知や募集案内について、市ホームページやＳＮＳ等を活用す

ることで、一層の周知向上を図る。 

 文化会館では施設・設備の老朽化が進んでいるため、状態を注視し、優先度

を考慮しながら、改修や修繕を計画的に進める。 

 

 複合文化センター管理運営事業     郷育推進課 
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目的等 
市内小学生が海に親しめる環境を整備するとともに、勝浦漁港の海洋資源

を活用した観光イベント等を開催して地域の活性化につなげる。 

主な事業内容 

福津市、宗像市が共同、連携して、勝浦浜海洋スポーツセンターの管理運営

を行い、両市の児童を中心に、ヨットやカヤックなどの海洋性スポーツの体験

事業を実施する。 

成果目標 

・福津市と宗像市の児童の健全育成を目的とした海洋スポーツ事業の実施 

・地域の活性化を目的とした勝浦漁港の海洋資源を活用した観光イベント等

の開催 

令和３年度の 

成果等 

令和 3年度は「小学生課外体験モデル事業」と「マリンフェスタ事業」に絞

って事業を展開した。 

小学校課外体験モデル事業は、小学 5年生を対象としてヨットやカヤック、

ロープワークの海洋体験、水辺の観察による環境学習をメニューとした事業

で、市内 7校全 22回 795人が参加予定であったが、新型コロナウイルス感染

症による中止があり、実績としては 3校全 11 回 355人の参加となっている。 

（宗像市内小学校はコロナ関連の中止はなく、9校全 16回 512 人が参加） 

マリンフェスタ事業は、小学 3 年生から中学生までとその保護者を対象と

して、ヨットやカヤックの体験、ビーチを使った遊びやクリーン活動をメニュ

ーとしたもので、親子 20 組 40 人の募集に対して 82 組（市内 28 組）の応募

があったが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け中止となった。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ○ 

今後の課題や 

方向性 

 小学生課外体験モデル事業の参加希望校が増加していることで主軸の事業

となっている反面、他の事業の実施や管理運営方法について、共同で実施して

いる宗像市や事業受け入れ先との調整が困難な場合があり、今後施設の管理

運営や事業の方向性について宗像市と協議を進めていく。 

 

  

 海洋性スポーツ事業       郷育推進課 
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目的等 

東京オリンピックパラリンピックに参加するアスリートのコンディション

調整やパフォーマンス維持等のために各国が任意に実施する大会期間前の事

前キャンプを誘致する。 

古賀市と組織する「古賀市・福津市東京２０２０オリンピック推進協議会」

において、キャンプ受け入れに関する取り組み等を積極的かつ効果的に推進

する。 

主な事業内容 

 協議会へ負担金を拠出し、古賀市と協働して、ルーマニア柔道ナショナルチ

ームのキャンプ受入れや、ホストタウン関連事業及びオリンピックの機運醸

成に係る取り組みを行う。 

成果目標 
・ルーマニア柔道選手団のトレーニングキャンプの受入れ回数 

・選手等ルーマニア関係者との交流事業実施回数 

令和３年度の 

成果等 

 ルーマニア柔道チームのオリンピック事前キャンプの受入れと事後交流

は、コロナ禍を理由としたルーマニア柔道連盟からの申し入れを受けて中止

としたが、出場選手とオンラインでの事後交流を行い、50名（福津市 27 名 

が参加した。 

 ルーマニア代表選手が出場するパラリンピック柔道競技中継の観戦に合わ

せてオンラインで共同応援を、また出場選手とのオンライン交流を行い、述べ

26 名（福津市 10名）が参加した。 

 オリンピック本大会期間中の 7月 25 日、26 日、30日に、「東京２０２０大

会コミュニティライブサイト in 古賀・福津」を開催。柔道競技等の中継の他、

会場装飾や各種展示を行い、述べ 74名が参加した。 

 日本郵便の事業を活用して「ホストタウンフレーム切手」を作成し、300枚

発行した。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ○ 

今後の課題や 

方向性 

 コロナ禍により当初想定していた事業の進め方ができず、東京２０２０大

会終了をもって、古賀市との協議会も解散したが、これまでの取り組みで得た

ものをレガシーとして残していくことが課題である。 

 今後は、本事業を通じて得られた人との関係性を既存事業に活用する。 

 

  

 オリンピックキャンプ地誘致事業     郷育推進課 
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目的等 
 放課後等における子どもの居場所を確保するとともに、地域住民との世代

間交流を行い、子どもたちの健全育成を図る。 

主な事業内容 

 子どもたちが自由に安心して遊びや活動ができる機会を作るため、地域の

公民館や学校の余裕教室等を活用して、放課後や休日の子どもたちの居場所

づくりを進める。 

 自主性や社会性、豊かな感性や創造性、運動能力などを育むことで子どもた

ちの健全な育成を図るため、地域ごとにアンビシャス広場を開設する。 

 事業効果を高めるため、アンビシャス広場の指導者や協力者を対象とした

研修会を実施するなどの支援を行う。 

成果目標 
 子どもたちの健全育成に向けた支援 

 各広場の指導者らが参加する連絡会議の充実 

令和３年度の 

成果等 

 市内 7 箇所のアンビシャス広場を開設することで、子どもたちが自由に安

心して遊びや活動ができる機会を充実させ、子どもたちの健全育成に向けた

支援を行うことができた。 

 広場の活動に繋げることができるよう、指導者や協力者を対象として、身近

な材料や道具で簡単に作って遊べる「ものづくり研修」を開催、また各広場で

の取り組みや運営上の困りごとなどについての情報交換・共有を目的とした

連絡会を 5 回開催し、各広場の状況を確認しながら必要な助言・指示を行っ

たことと併せて、より充実した子どもたちの体験活動に繋げることができた。 

 令和 3 年度は 7広場、延べ 288日の開所に対して 4,567 人の参加があった。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ○ 

今後の課題や 

方向性 

 各広場は、それぞれが地域と連携した特色ある活動を行っているが、他広場

との連携は連絡会における情報交換・共有の他、ＦＵＫＵＴＳＵコミュニテ

ィ・フェスタでの体験ブースの準備に留まっている。広場間が連携した新たな

イベントの実施などから、新鮮な体験を通して子どもたちの視野を広げ、市内

のことを知り、また興味を持つような取り組みが必要と感じている。 

 そのような視点から、市と各広場及び広場間のより緊密な情報共有を進め、

各広場の企画などへの助言を強化したい。 

 

  

 アンビシャス広場推進事業      郷育推進課 
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目的等 
 福津市の豊かな自然環境や伝統文化に触れる活動を、専門の講師の下で親

子一緒に体験することで、良好な親子関係の構築を支援する。 

主な事業内容 

 市内に住む小学生とその保護者を対象に、市の豊かな自然環境を活かした

活動や伝統文化の体験を通して、市の魅力を感じ、関心を持つ機会を提供する

ことで郷土愛を育む。また、親子での活動を通して、一緒にやり遂げる充実感

や家族の絆を深めるとともに、身近な自然に関心を持ち、環境保護の意義を学

ぶ場とする。 

成果目標 
 福津市の魅力を再発見する 

 参加者の活動の満足度を高める 

令和３年度の 

成果等 

 令和 3 年度は年間 9 講座 13 回を企画開催した。（2回は雨天中止） 

  ○令和 3年度実績 

   開催日数  8日 

   参加者数 136人 

内容 場所 定員 申請者数 

1.昆虫かんさつ  あんずの里公園 20 65 件 149名 

2.モマ笛の絵付け 公民館工芸室 15×2 回 84 件 188名 

3.藍染めハンカチ 公民館工芸室 12×2 回 49 件 112名 

4.バードウォッチング  津屋崎干潟 20 18 件  39名 

5.ツリーとトナカイ 公民館工芸室 12×2 回 8 件   16名 

6.廃プラリサイクル TSUYAZAKI BASE CAMP 20 3 件   7名 

7.「玄海の家」で遊ぼう 県立少年自然の家 30×2 日 7 件  17名 

 ※磯あそび、秋の自然かんさつは雨天のため中止 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ○ 

今後の課題や 

方向性 

 ・参加後のアンケートでは、好評でニーズがある事業のため、受け入れ態勢

の改善を検討し、体験可能な人数の増加を図りたい。 

・講座ごとに定員限定しているため、申請者全員の参加が困難であること 

・市の特性を生かしたカリキュラムの創設 

 

  

 親子野外活動支援事業       郷育推進課 
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目的等 

市内の中学生を対象に、自分たちが主体的に参画できる取組や福津市が今後

どのような町になったらよいかについて協議し、市長へ提言する取組を通して、

「ふるさと福津」への思いを醸成するとともに、次世代の担い手としてのリー

ダーを育成する。 

主な事業内容 
「持続可能な福津市の未来」をテーマに、福津市をどんなまちにしていきた

いか、自分たちにできることは何かを考え、市長・副市長・教育長に提言する 

成果目標 

 中学生の視点から市の現状と課題を認識し、それらの解決方法についてグル

ープ毎に協議を進めながら提言内容をまとめる過程の中で、リーダーとして必

要なスキル（主体性、判断力、 コミュニケーション力、課題解決力、企画力等）

を身に付ける。 

自分たちで作り上げた意見を直接市長へ提言することで、市政への関わりを

実感させるとともに、実際の議場を使用した緊張感あふれる場所で答弁を行う

体験を通して、子どもたちの議会に対する理解を深め、政治を身近なものと感

じる機会とする。 

令和３年度の 

成果等 

 生徒会役員を中心とした 42 名（福間中学校 21名、福間東中学校 7 名、津屋

崎中学校 14 名）が学校ごとに全 8 つのグループに分かれ、環境や観光、健康

増進などの面において市が抱える課題に対する解決方法を中学生の視点からま

とめ、市長へ提言を行った。 

・（第１回） 令和 3年 8月 27 日（金）各中学校（オンライン） 

「福津市の現状や課題について考えよう」 市職員が講師となり説明 

・（第２回） 令和 3年 10月 5日（火）各中学校 

 「市長への提言についてグループで協議しよう」  

・（第３回） 令和 3年 11月 1、4、5日（各中学校別） 

 「市長への提言をまとめよう」  

・（第４回） 令和 3年 11月 13 日（土）福津市議会議場  

「市長へ提言しよう」 ～福津市こども未来議会 

・（第５回）振り返りを予定していたが、感染症拡大の影響により中止 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ○ 

今後の課題や 

方向性 

中学生からの提言に対して、市関係課との調整・協議を行うことで実施の事

業へと繋げることができればよいが、現状の日程では大半の参加中学生が高校

受験を控えているため困難である。今後は、実施時期の再検討や、初期段階か

らの関係課との連携などを検討し、提言内容の実現へと繋がる可能性を高めて

いきたい。 

 福津市中学生未来会議事業      郷育推進課 
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目的等 

 文化・環境・生活習慣の異なる地域の子どもと共に生活を体験することを 

通して、子どもたちの健全育成(意欲・規範意識・自尊感情・体力等の向上)を

図り、ふるさと福津を見つめ直し、幅広く柔軟な考えをもった次世代層として

育てるとともに、生きた都市間交流を実践する。 

主な事業内容 

福津市と長野県松本市の小学生（各市選考委員会を経た 15 名ずつ）が２ヵ

年度でそれぞれの土地に赴き、地域の歴史や文化等体験活動を行い、相互交流

をする。 

成果目標 

・生活文化の違いを理解し、自分の地域の文化理解を深める 

・仲間作りやコミュニケーションを積極的にとることの大切さを学ぶ 

・自立心を養い、集団の中での役割を場面に応じて果たす重要性を学ぶ 

令和３年度の 

成果等 

松本市との本研修を実施する前に、事前研修での学び、事後研修を行った。 

事前研修では、過去の団員であった大学生と高校生にも講師として参加して

もらいました。 

・事前研修 【ふるさと学習及び集団活動の意義を学ぶ】 

第 1回 10月 3 日（日）  

      第 2回 11月 13・14日（土・日） 

      第 3回 12月 5日（日） 

・本研修  【雪山体験や松本市との交流活動】 

12月 25日～27 日（土～月）長野県松本市 

・研修の反省及び報告書作成の事後研修、ＦＵＫＵＴＳＵコミュニティ・フ

ェスタでの発表を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より中止となった。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ○ 

今後の課題や 

方向性 

・次年度（令和 4年度）は、福津市に迎え入れ文化体験、海洋体験活動を実施

する予定である。 

・これまでの体験交流活動に参加した子どもたちを、福津市の子ども施策に

どのように繋げていくかが課題である。 

 

  

 信州松本青少年交流事業      郷育推進課 
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目的等 
 郷づくりや地域での活動が活発にできるよう、地域活動の拠点づくりの場

所を整備拡張するための補助を行う。 

主な事業内容 

 自治公民館の新築及び増改築、修復等に補助金を交付する。 

 補助率は事業費の 1/2、補助限度額は次のとおり。 

  新築：25,000千円、増改築：10,000千円、修復 6,000 千円、 

  公共下水道接続：1,000 千円、用地購入：12,000千円 

成果目標  年度事業の着実な実行（新築 1件、改築 1件） 

令和３年度の 

成果等 

 令和 3 年度は、次の 4件に対して補助金を交付した。 

  日蒔野１区公民館（新築） 補助額：15,557 千円 

  高平公民館（改築）    補助額：566 千円 

  新東区公民館（改築）   補助額：2,755千円 

  八並公民館（下水道接続） 補助額：220 千円 

 今後の各地域における活発な活動が期待される。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ◎ 

今後の課題や 

方向性 

 市内の自治公民館は、その多くは老朽化が著しい状況であるため、建て替え

やバリアフリー化などの改修が今後増加することが予想される。 

 年 3 回実施している公民館合同研修会にて資料の配布を行うなどの方法に

より、引き続き本制度について周知徹底を図る。 

 

  

 公民館類似施設新築等補助事業     郷育推進課 
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目的等 

 子どもの読書環境を整えることを目的として、読書活動を推進するリーダ

ー（子ども司書）を養成する。子ども司書には、家庭や学校、地域などで読書

活動推進の一翼を担ってもらう。 

主な事業内容 

 小学 4 年生から 6 年生までの児童を対象に、読書や図書館に関する理解を

深めるための講義や実習を行い、必要条件を満たした児童を「ふくつ子ども司

書」として認定する。 

 ふくつ子ども司書に認定した児童に対しては、フォローアップ研修や図書

館での活動の呼び掛けを行い、認定後の活動の支援も行う。 

成果目標  子どもたちに読書や図書館に対する理解を深める。 

令和３年度の 

成果等 

 夏休みの期間中に読書や図書館に関する講義・実習など 5講座を実施した。 

 市内の小学 4 年生から 6 年生までを対象に公募し、23 人が参加。実施 5 講

座のうち、4 講座以上を受講し課題とレポートを提出してもらい、全員を「ふ

くつ子ども司書」に認定することができた。（これまでの子ども司書認定者数

は合計で 235人となった） 

 子ども司書へのフォローアップ研修は、新型コロナウイルス感染拡大によ

り図書館での読書推進活動に制限があったため、カメリアステージ図書館の

施設見学と同館主催のビブリオトークへの参加に変更して実施した。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ◎ 

今後の課題や 

方向性 

 子ども司書養成講座は、毎年受付開始日に多くの申し込みがあり、初日で定

員を超える状況が続いている。スタッフの配置や役割を見直すなどの方法に

より、受け入れ人数を増やすことを検討する。 

 養成講座及びフォローアップ研修の内容については、読み聞かせや製本に

関する講座の復活、オンラインやデジタルを活用した新たなメニューの開発

などを進める。 

 

  

 子ども司書養成事業       郷育推進課 
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目的等 
 図書館への来館が困難な人向けの新たな図書館サービスとして、電子図書

館の導入を進める。 

主な事業内容 

 図書館に来館しにくい市民（乳幼児の親子、高齢者、障がい者、中高生など）

や、コロナ禍の中で外出を控えている人のために、インターネットからいつで

もどこでも利用（検索・貸出・閲覧・返却）することができる、非来館型の電

子図書館サービスを新たに展開する。 

成果目標  電子図書館サービスの導入 

令和３年度の 

成果等 

 令和 4 年 2月からサービスを開始。 

 開始時の利用登録者数は約 2万人。 

 電子書籍は、7,223 点を選定・確保し、サービス開始から年度末までの 59

日間で 2,944点の書籍貸出があり、蔵書回転率は 0.4回と良好な状況である。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ◎ 

今後の課題や 

方向性 

 59 日間での電子図書館へのログイン回数は 4,088 回、閲覧回数は 6,475 回

となっているが、実利用者は 566 人と来館型サービスと比較すると低調であ

るため、今後は積極的に市民への認知度アップと利用促進を図る必要がある。 

 また、限られた予算の中で蔵書の鮮度を維持しながら利用者の増加を図る

必要があり、トップ画面に表示される書籍の入れ替え頻度を高めることや、利

用者が好みの本を探しやすいようテーマ毎に特集を作成するなどの工夫を行

う。 

 

  

 電子図書館導入事業       郷育推進課 
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目的等 
 国指定史跡「津屋崎古墳群」の適正な保存・管理を行うとともに、古墳公園

として活用し津屋崎古墳群を次世代に確実に継承する。 

主な事業内容 

 国指定史跡「津屋崎古墳群」の保存・管理のために土地の公有化を進めてお

り、令和 3 年度は、JA むなかたカントリーエレベーター所在地の、令和 4 年

度公有化に向けて、用地購入費及び物件移転補償費を直近単価での再計算の

上で補償内容の説明を行う。 

 併せて令和 5 年度以降に公有化を予定している地権者と継続して交渉を行

う。 

成果目標 

 新原・奴山古墳群の公有化。 

 史跡予定面積は 23ha で、うち公有化対象面積は 18ha。また世界遺産「新

原・奴山古墳群」の公有化対象面積は 12.2ha。 

令和３年度の 

成果等 

 交渉中の農業施設（津屋崎カントリーエレベーター）については、補償項目

等の内容について合意を得て令和 2 年 6 月に覚書を締結している。令和 4 年

度の売買契約締結、公有化の完了を目指し平成 30年度に算定していた用地購

入費及び物件移転補償費について直近単価での再計算を行い、補償内容の説

明を行った。 

 令和 3 年度時点での購入累計面積は 133,919㎡、進捗率は 74%。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ◎ 

今後の課題や 

方向性 

 本事業は、平成 29年 2月にイコモスへ提出した「新原・奴山古墳群整備行

動計画スケジュール」を遵守する必要があるため、計画的かつ早期の公有化が

不可欠となっている。 

 農業施設については、令和 4年度の公有化を目指して交渉を継続。また、個

人所有地については、令和 5 年度以降順次公有化ができるよう、必要に応じ

て専門家の指導を仰ぎ、地権者の移転計画を把握しながら交渉を進める。 

 

  

 古墳公園史跡等購入事業       文化財課 
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目的等 
 世界遺産、新原・奴山古墳群を適切に保存管理するとともに、その魅力や価

値について国内外へ情報発信し、理解促進を図る。 

主な事業内容 

 世界遺産保存管理の推進母体である保存活用協議会へ負担金を拠出し、保

存管理、公開活用のための事業を展開する。 

 来訪者に対してリーフレットを配布し、世界遺産の魅力を PRする。 

 地元市民らと一緒に花の種まきなどを行うことで、観光客が何度も訪れた

くなるような取り組みを行う。 

成果目標  新原・奴山古墳群への来訪者の増加。 

令和３年度の 

成果等 

 県、宗像市、宗像大社と構成する保存活用協議会として、小中学生向けのワ

ークブック活用促進映像制作や公開講座、スタンプラリーを行った。 

 また、新原・奴山古墳群周辺で市民や市内事業者らとコスモスや菜の花を植

える「花いっぱい事業」を実施。昨年度に引き続き多数の参加があり、開花後

の来訪者はさらに増加した。 

（令和 4 年 3月の来訪者数は、平成 29 年度以降最多を更新） 

 令和 4 年度は新たに向日葵を植えることを地域から提案されるなど、この

事業は地域に根付き始めており、新原・奴山古墳群が地域の活性化に結び付く

素地ができつつある。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ○ 

今後の課題や 

方向性 

 花いっぱい事業は世界遺産の保存活用についての地域の理解と協力を得る

ために有効な方法であり、今後も引き続き郷づくり推進協議会などと対話を

行いながら、地域活性化につながる方法を検討していく。 

 また、保存協議会事業についても、国内外へ遺産群の価値や魅力が伝わるよ

う PR 活動を行うとともに、来訪者の増加が地域の活性化へ貢献するよう、事

業内容の検討を行う。 

 

  

 世界遺産保存活用事業        文化財課 
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目的等 
 訪れる人々がその歴史的価値や重要性を再認識し、自然や歴史・文化を満喫

できるようにする。 

主な事業内容 

 世界遺産の新原・奴山古墳群について、行動計画に沿って、修理のための事

前発掘調査および修理を行う。 

 また、過去に保存修理を行った古墳の報告書を刊行する。 

成果目標  新原・奴山古墳群整備行動計画に基づく史跡整備を進める。 

令和３年度の 

成果等 

 墳丘法面が崩落し、急斜面となっていた 30 号墳について、令和 3年度は修

理盛土を施工するとともに表面を張芝で養生し、工事に伴う仮設路等を撤去

し保存修理を完了した。 

 34 号墳は、崩落し急斜面となっている墳丘法面の崩落土を発掘調査の手法

で丁寧に除去し、保存修理工事のための情報収集を実施した。 

評価【◎：達成、○：概ね達成、△：未達成、×：未実施】 ◎ 

今後の課題や 

方向性 

 世界遺産として公開活用する整備を進めるため「第 2 次 新原・奴山古墳

群整備計画」を策定したが、調査研究に基づき価値を損なうことなく実施しな

ければならない。そのために必要な調査研究体制の確保が課題となっている。 

 県による調査・整備の技術支援を受けながら、必要な人員確保を進めること

で、「第 2次 新原・奴山古墳群整備計画」の推進に取り組む。 

 

  

 津屋崎古墳群保存整備事業       文化財課 
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４ 点検・評価に対する学識経験者からの意見 

 

１）福岡教育大学大学院 教授（副学長） 森 保之 氏 

                 （教育学研究科 教職実践研究ユニット） 

 

 

２）福岡教育大学教育学部 教授     伊藤 克治 氏 

                 （教育学部 理科教育研究ユニット） 

 

 

３）福岡教育大学教育学部 准教授    奥谷 めぐみ 氏 

                 （教育学部 家政教育研究ユニット） 
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１）福岡教育大学大学院  教授(副学長)  森 保之 氏 からの意見 

 

 「福津市教育委員会の事務に関する点検･評価報告書(令和３年度事業)」をもとに、学

識経験者として、下記の通り、意見(評価)を報告します。 

 

 

１．教育委員会の活動状況について 

〇令和３年度は、Withコロナの中で、教育委員会の開催を前年度と同様、定例会で１２

回、臨時会を２回実施されていますが、昨年度よりおよそ２倍（２５件から４４件）の

議案について、丁寧に議論が進められていることは、高く評価できます。 

〇Withコロナの中で、ウイルス感染症の拡大防止に留意し、学校行事をはじめとした各

種行事に出席し、学校の状況を捉えると共に､学校と教育委員会と情報の交流を深められ

ていること、また、計画的な学校訪問をし、教育活動の評価点検や、各学校が抱える課

題について協議や助言をされていると聞いています。そのような教育委員会の素晴らし

い取組は、高く評価できます。（ぜひ、次年度から教育委員会の活動状況の中に明記し

てほしいと思います。）コロナ禍の中で学校現場では、情報や見通しを持ちがたい状況

（VUCA時代）の中で、感染予防、授業等指導計画の変更、児童生徒の学び・生活面での

課題等への多面的な対応を余儀なくされています。このような状況下においては、これ

までの「年度単位 PDCA」の発想を超えて､絶えず生起する危機に組織として即応しうる､

機動的な経営プロセスの具体化が求められます。Withコロナの下で各学校の機動的な経

営過程を実現するためにも教育委員会による伴走支援は重要であり、今後も継続して支

援活動の充実を図ってほしいと願っています。 

 

２．教育施策の推進状況について 

 福津市教育委員会では、基本目標「あたたかな未来を創る福津の教育～人・自然・文

化がつながる 人づくり・まちづくり～」を掲げ、福津市全てを学びの場として、『かか

わり・つながり』を重視した教育の推進を目指しています。そして、その基本目標の実

現のために、具体的に、３つの重点目標、８つの基本方針、１９の施策を立て、総合的

に進められています。そして、主要施策ごとに教育施策の推進状況に関する点検及び評

価が行われています。 

 重点目標ごとに、具体的な主要施策のいくつかについて、意見を述べることにしま

す。 

 

重点目標１ 未来を創造するための、確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成 

  基本方針１ 学校・家庭・地域が連携・共働したＣＳの推進 

〇コミュニティ・スクールの新化期１年目において、統括コーディネーターを各中学校

区に 1名ずつ配置し、地域学校協働活動推進員を合計３１名登録し、学校・家庭・地域

の連携・協働の取組を進めることができています。Withコロナの中で各学校で工夫した
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取組が展開されています。特に、統括コーディネーターを中心に、中学校区単位で連携

した地域学校協働活動も見られるようになったことは高く評価したい。今後は、学校運

営協議会で活動内容の吟味をしながら、校区の課題解決のための取組や豊かな体験の充

実を図って頂きたい。 

〇いじめや不登校等の諸課題の解決のためには、きめ細やかで継続的な支援を行うこと

のできる教育相談体制が不可欠です。その点について、早期発見・早期対応と継続的な

支援に対する相談体制づくりとして、指導主事、スクールカウンセラー(SC)、スクール

ソーシャルワーカー(SSW)などの専門スタッフの配置を強化し、取組が積極的に進められ

ています。現場での利用率も高く、児童生徒の生徒指導上の諸問題への円滑な対応につ

なげることができていることは、高く評価できます。今後、この課題は増加傾向にあり

ますので、見通しを持った支援活動をお願いしたい。 

〇特別支援教育についても、年々、特別支援学級の児童生徒数が増加しており、その対

応が間に合っていない状況も見受けられます。また、通常学級にも個別の特別な支援が

必要と考えられる児童生徒が多く在籍していることも踏まえて、必要な特別教育支援員

の配置や、特別支援教育推進コーディネーターを中心にした、チーム学校体制づくりが

急務です。計画的に進めて頂きたい。 

〇学校における教育環境・条件の整備については、特に施設面で福間小学校、福間中学

校・福間南小学校の児童生徒数の急増への対応は、急務です。新校舎の建設工事の計画

の進捗はどうでしょうか。市民にしっかりと説明しながら、急ぎ進めていく必要があり

ます。 

 

  基本方針２ 次世代を見通した地域の未来を担う人財の育成 

〇地域を担う人財の育成については、福津市が継続的に進めている中学生未来会議事業

や信州松本青少年交流事業等によって、次世代の担い手育成につながっていること、高

く評価できます。今後も継続的に進められるように工夫改善をお願いしたい。 

〇グローバル人財の育成については、カレッジ講座運営事業等において、他国の文化や

歴史を学ぶ講座を開講するなど工夫した取組が見られます。今後も継続して取組を進め

て頂きたい。 

 

重点目標２ 未来に向けて豊かに学び続ける「福津型学びの循環」の構築 

  基本方針１ 地域の人々をつなぐ福津市型生涯学習の充実 

〇福津市では、これまで継続的に、地域で子どもも大人も学ぶ機会や様々な学びの場が

広げてきています。例えば、カレッジ講座運営事業、アンビシャス広場推進事業等々で

す。さらに、地域での学びを学校での学びに還元する姿も見られるようになってきてい

ます。まさに、学びの好循環を生み出し、社会総がかりの教育の一つの姿と考えます。

大変素晴らしいことです。今後は、このような福津型学びの循環の質的向上を図る上で

も、学校運営協議会と地域学校協働活動の一体的推進を充実させてほしいと思います。 
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重点目標３ 福津の豊かな自然や環境、歴史や文化とのつながりを活かした学びの充実 

  基本方針１ 自然環境の保全や歴史、伝統文化の継承によるふるさと福津の醸成  

〇福津の豊富な地域資源を活用した学びの充実については、各地域で事業者をはじめ、

教育・研究機関、市民団体等が情報を共有して連携しながら活動できるしくみづくりに

力を入れ、継続的な取組がなされていることは、大変素晴らしいことです。さらに、

Withコロナの中でも継続してできる方法を工夫しながら進めて頂きたい。  

 

  基本方針２ 文化・健康・スポーツや絆づくりによる市民生活の向上 

〇スポーツ関係では、コロナ禍の中で計画通りにできない状況の中でも、工夫しなが

ら、「活動を止めない」できるものにベストを尽くすといった姿勢で取り組まれていま

す。小学生課外体験モデル事業とマリンフェスタ事業に絞って事業を展開されたことも

よいと思います。福津の地域性を生かした事業として他の地域ではできない事業であ

り、前年度より参加者も増え、子供たちに海に親しめるよい機会になってよかったと思

います。 

 

３．おわりに 

 令和３年度も、Withコロナの中で様々な施策の取組が難しい中で大変だったと思いま

す。そういう中でも、「子供たちの成長を止めるわけにはいかない」「教育を止めては

いけない」そんな声がこの報告書を見ながら感じることができました。 

 福津市も令和３年度から次のステージとして「新化期」に入りました。まだ、新型コ

ロナの流行、熱中症への対応等、厳しい状況の中ではありますが、「チーム福津」で子

供たちにこれからの時代を生き抜いていくために必要な資質能力を身につけさせ、将来

子供たちが生きる地域の担い手に育てて頂きたいと願っています。今後の福津市の教育

の更なる発展を祈念しています。 
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２）福岡教育大学教育学部  教授  伊藤 克治 氏 からの意見 

 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定に基づき、福津市教育委員会が

取りまとめた「福津市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書（令和３年度事業）」

について意見を述べる。 

 

 

１．福津市教育委員会の事務に関する点検・評価について 

 教育委員会の事務について，教育総合計画に基づいた各種事業の取組状況の点検及び

評価を行っている。令和３年度に取り組んだ２２項目の事業はシートにまとめられてお

り，目的等，主な事業内容，成果目標，令和３年度の成果等について」「◎（達成）」，

「○（概ね達成）」，「△（未達成）」，「×（未実施）」の４段階で自己評価している。それ

を踏まえて，今後の課題や方向性が示されている。このように，年度ごとの取組につい

て市民目線で分かりやすくまとめるように努めている姿勢は高く評価できる。特に，令

和２年度の点検及び評価では，４４項目について細かくシートが作成されていたが，２

２項目の事業評価として整理されている。ただ，後述のように一部改善が望まれる点も

あるが，全体的に見やすく整理されている。 

 次年度の評価では，事業ごとに令和３年度の評価結果も踏まえて，どのような成果が

得られたのか，経年を加味した評価に繋げることが望まれる。事業によっては，複数年

度の実施状況を見て必要性を検証することが重要であるため，このような対応も必要か

と思われる。 

 

２．「教育委員会の活動状況」について 

 法改正に伴って平成２７年度から設置された「総合教育会議」は，令和３年度は１回

開催されている。また，教育委員会会議は定例会１２回と臨時会２回が開かれ，計４４

件の議案が審議されている。さらに，議案の他にも議論や事務局との意見交換・情報共

有化もされている。その議事録については，教育委員会のホームページで公表してお

り，令和３年度についても，適切かつ透明性の高い活動がされていると判断できる。 

 

３．「事務事業の取組状況と点検及び評価」について 

 福津市の教育大綱では，学校・家庭・地域が連携・共働しながら，子供から大人まで

の学びの連続性を大切にしており，全市民が対象になっている。これを実現するため

に，平成２０年度から「コミュニティ・スクールの推進」が教育施策の柱に据えられ，

平成２３年度から市内全小中学校で「コミュニティ・スクール」が推進されている。さ

らに，郷づくりや地域団体との連携基盤を整え，「コミュニティ・スクール」と「地域学

校協働本部」の一体的推進に取り組んでいる。このような取組は，教育総合計画に示さ

れている「あたたかな未来を創る 福津の教育」の目標達成のために具体化した取組と

して，今後の一層の成果が期待されるところである。 
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 ただ，施策項目における評価として，そこで挙げられている主要事業の評価シートで

自己評価がされているが，事業シートだけでは施策項目の評価として若干足りないもの

が見られる。例えば，「施策項目① 確かな学力の育成」については，「魅力ある授業づく

り」，「安心感のある学級づくり」，「小中連携による学力向上の取組」等の支援を行った

とあり，実際には一定の成果があったものと思われるが，具体的にどうであったかが見

えない。したがって，次回の自己点検・評価では，施策項目に挙げられている内容の達

成度や成果が見やすくなるような工夫をお願いしたい。 

 以下に，各種事業シートの記載内容に関する意見を何点か述べる。 

 

【地域学校協働活動事業】 

 福津市のコミュニティ・スクールは，昨年度は新化期１年目であったが，各中学校区

に統括コーディネーターが１名ずつ配置され，小学校と合わせて市内で合計３１名のコ

ーディネーターが配置されていることは特筆に値する。 

 これまでに，各学校に配置されたコーディネーターが，その地域性に応じて学校と地

域をうまく繋ぐ活動を行っており，一定の成果と課題が積算されている。今後は，中学

校区ごとに，その共通性と固有性を踏まえて市全体としての一層の推進が求められる。

それだけに，福津市版の地域学校協働活動の手引きのようなものを教育委員会主導で作

成されることが望まれる。これによって，コーディネーターを育てていく仕組が整うも

のと期待される。 

 なお，コーディネーターの連絡協議会等が教育委員会主導の下で行われていることは

評価できるが，市内の様々な社会教育団体等との一層の連携強化のため，コーディネー

ターと郷育推進委員（社会教育委員）との連携について，行政主導で取り組むことが望

まれる。 

 一方，成果発信の場としての「コミュニティ・フェスタ」は，地域の方へコミュニテ

ィ・スクールの取組を周知する貴重な機会である。コロナ禍にも関わらず，発表方法を

工夫して映像の上映や展示発表を行ったことは高く評価できる。今後も，新型コロナウ

イルスの感染状況を注視しながら，積極的な広報に取り組んでいただきたい。 

 

【教育相談事業】 

【特別支援教育総合推進事業】 

 昨年度も指摘したが，近年の児童生徒数の急増に対応するために，スクールカウンセ

ラーとスクールソーシャルワーカーの拡充が必要である。令和４年度からスクールソー

シャルワーカーを１名増員するとなっていることは評価できる。なお，福岡県をはじ

め，全国的に不登校児童生徒が増加していることが課題になっているが，福津市では児

童生徒数が増えていることから，前年比の人数だけでは実態把握が難しい。福岡県や全

国との比較のためにも，1,000 人あたりの人数で示した方が分かりやすい。令和４年３月

に，福岡県教育委員会から「福岡県不登校児童生徒支援リーフレット」が出されてお

り，学校だけでなく，家庭や関係機関等の連携による支援の必要性が示されている。整
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備された一人一台端末の活用も含めて，多様な学びの機会を提供できるように努めてい

ただきたい。「多様な学びの機会」と関連して，福津市内の外国籍の児童生徒への支援と

して，福津市内の支援団体との組織的な連携の整備も重要である。 

 特別支援学級の増加による教室の確保については，大規模な学校を複数抱えている福

津市では，喫緊の課題といえる。学校建設や増設の計画と連動させながら，十分な対応

をお願いしたい。 

 

【福間中学校，福間小学校，福間南小学校，津屋崎小学校整備改修事業】 

 児童生徒数の増加に対応するために，大規模校・過大規模校における整備改修事業が

行われていることは評価できる。ただし，大規模校・過大規模校においては，増築によ

る児童生徒数の収容が可能になっても，様々な教育環境の悪化が懸念される。すでに教

育懇話会から出されている答申の内容を踏まえて，ハード面とソフト面の両面から早急

かつ十分な対応をする必要がある。また，今回の点検・評価報告書に記載されている事

業の評価では，予定通り実施できたことから【◎：達成】となっているが，令和６年度

には教室不足となる学校が見込まれていることが心配される。したがって，今後の児童

生徒数の推移を踏まえた教育環境の整備計画に照らした際に，それぞれの事業自体が適

切かどうかという，中長期的な評価が今後の方向性に示される必要がある。その際，単

に校舎への収容人数という観点だけでなく，他の市町とも比較した上で，教育環境の悪

化や不均衡を起こさないという観点が，子供たちの公正な学びを保障する上で大切であ

る。 

 

【カレッジ講座運営事業】 

【複合文化センター管理運営事業】 

 学校運営協議会と地域学校協働活動の一体的推進として，学校教育と社会教育の連携

が図られていることが福津市の強みである。多くの自治体では，社会教育を担う人材の

発掘や育成に苦労している実態があるが，福津市では郷育カレッジの受講生が講師にな

る仕組みをもっており，令和３年度も一定の成果を上げていることは高く評価できる。

受講生は，自分が学ぶことが本来の目的であるため，受講生が講師になるケースが全体

の二割という数値は，むしろ高いという見方もできる。いずれにせよ，地域で活躍する

人材が増えることは地域の活性化につながるため，取組の継続が望まれる。 

 また，地域の活性化を志向した社会教育・生涯学習の充実・発展のためには，その活

動拠点も必要になってくる。このような視点で，中央公民館も含めて複合文化センター

での活動拠点の確保が今後，さらに重要になってくる。 

 

【海洋性スポーツ事業】 

【アンビシャス広場推進事業】 

【親子野外活動支援事業】 
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 上記の社会教育・生涯学習の充実と共通するが，直接体験できる活動を意図的・計画

的に進めることは，子供の学びを広げ，深めるために重要である。このための様々な事

業が with コロナの中でも取り組まれていることは評価できる。 

  

４．評価についての総括等 

 昨年度に引き続き，全体的にていねいな自己評価がされている。近年の児童生徒数の

急増やコロナ禍の中で，施策項目に挙げられた様々な事業を行うには大変な苦労があっ

たものと推察されるが，現在できることを真摯に取り組まれていることを評価したい。 

 評価は，ともすれば改善ばかりに目が行ってしまうが，様々な事業を通して新化期の

CS としての成果が多く見られており，他の自治体からも注目されている。引き続き，福

津市独自の CS が地域の活性化と連動して進むことを期待している。 
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３）福岡教育大学教育学部  准教授  奥谷 めぐみ 氏 からの意見 

 

 本意見書は、「福津市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書（令和 3 年度事業）」

の重点シートについて、意見を申し述べるものである。事務全体に関する評価、及び各施

策に対する所見を整理する。 

 

 

１．事務全体に関する評価 

 今年度より報告書の様式が変更され、基本方針に対応する施策項目が明記された。以前

も、施策とのつながりは整理されてきたが、施策と目指す成果の対応関係がより明確にな

った点を評価したい。具体的な施策の中身は、昨年からさらに具体的施策の取り組みが充

実してきたことに加え、それぞれの施策が予定に沿って施行されている。一部事業の達成

目標において、「満足度を高める」などの記載がある一方で、具体的にどのような点に満足

度が得られているのか成果における表記は確認できない。それぞれの施策の改善・質の向

上に向けて、データに基づく施策の成果の整理をいただきたい。 

 学校教育現場に対する施策において地域コーディネーターの配置、SSW や特別支援教

員の配置の増員が進められている点に着目したい。児童・生徒の心や障がいに関わる専門

的な知識・理解を有する人材の増員は教員の負担軽減だけでなく多様な環境・状況に適し

た細やかな助言、支援が可能になる。家庭の過ごし方や、他機関との連携も期待でき、児

童・生徒自身および周囲の家庭も含めたウェルビーイングが達成できる。大規模化が小学

校・中学校に対して、迅速に増員の意思決定を進め、どのような環境・立場の子どもにも

多様な専門家による支援が活用できるように増員の継続を願いたい。 

 最後に、世界遺産やオリンピックキャンプ地誘致など、地域の特性や役割を理解し、効

果的な活用が模索されている。地域住民に対し地域への理解を求めるだけではなく、地域

の住民が自分の住む街を知りたい、理解したいと思ったとき、必要な情報源にアクセスが

できる環境を作ることが重要である。その点において ICT を活用した情報発信が取り組ま

れていることを評価したい。先に上げた満足度や利用率、ニーズの多さのみに視点を向け

るのではなく、市民が何に関心を持ち情報を得ているのか、それはどのような場面か、市

民意識調査等の成果も踏まえながら発信する情報の内容を精査いただきたい。 

 

２．各事業に対する所見 

重点目標１ 未来を創造するための、確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成 

  基本方針１ 学校・家庭・地域が連携・共働した CSの推進 

   施策項目① 確かな学力の育成 

 コミュニティ・スクールを基盤とした教育活動の充実に向けて地域コーディネーターの

配置が進められ、地域における学校の役割の明確化・取り組みの活性化につながったこと

を評価したい。開かれた学校づくりを促進し、学校および地域の課題解決に取り組むこと

が求められる。一方でコーディネーター増員が課題として述べられているが、コーディネ
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ーターの業務内容、地域との取り組みにおける教育現場が期待している役割を明確化し、

必要な人員を確保することが望ましい。また場合によっては、各専門分野の行政職員が、

地域コーディネーターが必要としている知見や情報、知識を有していることが推察される。

例えば、地域の消費生活上の課題は消費生活センターなどが情報を蓄積しているだろう。 

 このように行政機関と、関連する専門家の存在、窓口となる人材をリストアップするこ

とや、人材とのつながりを広げるための地域人材との交流の場の設定など、効率的にコー

ディネーターが地域の人材にアクセスできるような環境整備も人材確保と同時に進めて

いただきたい。 

 

   施策項目② 豊かな心の育成 

 豊かな心の育成の内容に、人権問題や男女共同参画に関連する講座が実施された点につ

いて、今後も継続して実施をいただきたい。人権は特定の環境にいる人たちの権利ではな

く、すべての人が有する尊重されるべき権利であること、また相互に尊重しあうことの重

要性に対する理解を促したい。また男女共同参画についての理解は急務である。2022 年に

公開されたジェンダーギャップ指数において、日本は参加している 146 か国中 116 位とい

う成績であり、健康や教育の環境は充実しているが政治参画、経済参画の側面で男女の差

が大きいことが示されている。また小学生、中学生、高校生を対象にしたジェンダーに関

連する調査においても、男性が外で働く稼得役割、女性が家の中の管理を行う役割を持っ

ている、という性役割にとらわれている傾向も散見される。セクシュアリティに不寛容な

価値観が、子どもたちの将来の生活設計に影響を及ぼすことも懸念される。あらゆる意味

での性別が人生の選択を狭めてしまうことがないよう、性自認や身体としての性の特徴と

も関連付けながら、児童・生徒への人権教育の取り組みが求められる。学校教育現場でも

ソーシャルインクルーシブを考慮し、多様な価値観に配慮できるよう環境整備を進めてい

ただきたい。 

 

   施策項目③ 健やかな体の育成 

 自然体験やマリンスポーツが取り入れられ、地域の豊かな資源が活用されている点を評

価したい。WHO は 2019 年に、ゲーム障害を国際疾病分類として認定している。教育現

場における ICT 活用が盛んになる一方、ソーシャルメディアとの距離が縮まり、心身に与

える影響を考慮した利用時間の管理、利用環境の整備は喫緊の課題である。ゲーム障害の

ケアの一つに、自然との交流やデジタルデトックスなどが挙げられている。ゲームへの依

存傾向とメンタルヘルスとの関連性は客観的に明らかにされており、根本的な医療的ケア

を行ったうえで、自然体験や、ゲーム以外の世界に好奇心を向けるような取り組みをする

ことが評価されている。体験的活動の環境整備はゲーム依存の治療に限らず、ストレス緩

和や生涯教育の一環として役立つことが期待できる。 

 

  基本方針２ 次世代を見通した地域の未来を担う人材の育成 

学校教育の現場を踏まえてコロナウィルス感染の予防に努めつつ、郷育カレッジと学校教
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育とのつながりを持たせた取り組みを続けていただきたい。報告書にも「循環型の人材育

成」とある通り、郷育カレッジを通じて得られた経験や知識は次世代につながる。長期的

な目線で市民の教育環境の整備を進めるためにも、講座やイベントなどで取り扱う内容を

精査いただきたい。地域人材の育成に当たって、講師が 2 割にとどまるという表記が確認

できるが、受講をした人が講師という立場に限らず自治体、地区会の運営や、職場や家庭

内で得られた知見を活用しているケースも期待できる。このような視点から過去の受講者

や講師の人を対象に、成果の追跡調査を行うことを求めたい。現在講師を務めることがで

きる人の環境や資質などを明らかにして、講師の担い手を確保できるようにデータを収集

する必要があると考える。 

 またグローバル人材の育成にあたり語学学習の充実が挙げられているが、さらに踏み込

み国際交流・国際理解の教育の充実に取り組みたい。国際理解とはその語学に対する理解

に限らず、その国の文化や価値観を理解し、その理解に基づいて行動することに真価があ

る。国際理解の促進は在日外国人と地域住民の橋渡しが可能な人材の育成につながり、課

題を抱える外国人世帯の支援につなげられる。例えば、子どもを持つ在日外国人世帯では

学校のおたよりが読めない、イベントや進級・進学における情報が十分収集できない、学

校文化が異なり親のかかわり方がわからないなど困難を抱えている。例えば世界の学校教

育の現場についての情報を交流し、支援の必要性を把握することが有意義であると考える。

生活福祉の分野と横断的に取り組みたい課題であり、生活支援の整備につながるといえよ

う。 

 

重点目標２ 未来に向けて豊かに学び続ける「福津型学びの循環」の構築 

 郷育カレッジに加えて公民館事業、複合センターの管理運営において、展示コーナーの

充実、利用喚起につながるカフェメニューの提案がなされている。一昨年に評価に取り入

れたが、カメリアホールの施設設備の説明欄においても「小さな子どもさんとお母さんが」

という表記があるように、施設の管理運営におけるジェンダーバイアスがあることが懸念

される。 

 子育て支援の多くが母親の支援に偏っており、父親を対象とした支援が不十分であるこ

とは他自治体でも指摘されている。センター運営以外にも生涯学習の企画・運営、自然体

験の施設設備、カレッジの運営、子育て世帯への相談体制の整備等において、ジェンダー

に限らず、特定の人が除外されていないか、ダイバーシティの視点から見直しを求めたい。 

 また、FUKUTSU コミュニティ・フェスタの配信、ホームページの情報提供が図られ、

多様な環境の人々が参加できるようになった。先に述べた通り、地域に関する情報を入手

したいときにアクセスできる環境は重要である。今後もこのような情報提供の促進を願い

たい。 

 

重点目標３ 福津の豊かな自然や環境、歴史や文化とのつながりを活かした学びの充実 

 地域にある様々な自然環境を用いた活動や歴史的文化的遺産の管理が進められている。

これらの管理に当たり、子どもとかかわる施設・設備における安全性、老朽化に対する対
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応が求められる。また、郷づくり協議会を中心に実施した花植えに取り組み、来訪者数が

最多となったことが報告されている。近年、SNS で話題になった地域に急激に来訪者が増

え、現地の環境に悪影響を与えるオーバーツーリズムが問題となっている。福津市におい

ても Instagram を用いて観光情報や文化財についての情報を発信しているが、オーバーツ

ーリズムが発生した場合の駐車場および交通渋滞のリスクや地域住民への影響を考慮す

る必要がある。このようなリスク管理ができているかどうか本報告書では確認できていな

いが、今後観光地の管理、広報をするうえで、留意すべき点であると考える。 

 

 以上を教育事務の評価といたします。福津市の市民の皆様と子どもたちが、より充実し

た教育環境のもとで能力を身につけ、社会に参画することで、福津市の一層の発展につな

がることを期待いたします。 

 

 


